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判定できる住まいの要件

このパンフレットで判定できるすまいは、右の４つ □震度５強以上のゆれを受けた

の要件すべてに当てはまる木造住宅※１です。 □大きな被害※２はない
要件に当てはまらない場合で済み続けることに ※２家全体が傾く、柱が折れる、外壁が外れるなど

不安がある場合には、お住まいの市町村や専門家 □平屋、２階建て、３階建てのいずれか

（４ページ）へご相談ください。 □ １９８１年（昭和５６年）６月以降に建てた
※１店舗併用住宅を含みます、軸組工法または枠組

壁工法（ツーバイフォー）の住宅が対象です。

木造住宅の地震後の安全チェック

地震で大きなゆれを受け

たのですが、このまま住み続け

てもよいでしょうか？

住み続けてよいか、相談し

た方がよいかを、このパンフ

レットではんていできますよ！


